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２０２５北海道クラブマンカップレース競技車両規定 
 

本規則は、2025ＪＡＦ国内競技車両規則の規定に従い定められたものである。 
 
 

第１章 Formula Beat （F-Be）車両規定 
 

１．参加車両 
2025ＪＡＦ国内競技車両規則第１編第９章「Ｆｏｒｍｕｌａ  Ｂｅａｔ（Ｆ-Ｂｅ）」に合致した日本
Ｆ４協会認定車両を使用し、同規則第４編細則「Ｆ-Ｂｅ車両規定の競技会実施細則」および以下の項
目に従うこと。 

２．タイヤに関する規定 
2025ＪＡＦ国内競技車両規則第４編細則「Ｆ-Ｂｅ（Formula Beat）車両規定の競技会用実施細則」１．
タイヤに準拠する。 
１）住友ゴム工業株式会社が指定したタイヤを使用すること。 
２）ハンドカットによるタイヤ加工を禁止する。 
３）１大会２レースのタイヤ規定 

①公式予選～第１レース ／ 第２レースにて使用できるドライタイヤは各１セットまでとする。 
②競技中のドライタイヤの交換は外的要因（パンク等）により、競技長の許可を得た場合以外は

認められない。交換した場合は、ペナルティを課す場合がある。 
該当車両は、公式予選で得た決勝レースのグリッドを失うものとし、最後尾スタートとされる。 
なお、この場合のタイヤ交換の申請に対する時間的制限は、公式予選終了後３０分以内とする。 

３．車両交換等の禁止 
公式車検に合格した車両は、車両交換、またはエンジンおよびトランスミッションのアッセンブリー
交換が禁止される。 
やむを得ない事由で交換しなければならない場合、車両を除き、当該技術委員長、並びに大会競技長
の承諾のもと、審査委員会が許可したものに限り交換が認められる。ただし、公式予選で達成された
当該エントラントのスターティンググリッドが失われることを条件とする。 
（最後尾グリッドからのスタートが理由の如何を問わず条件とされる。） 
なお、当該エントラントの当初のグリッドより５グリッド以内に最後尾グリッドがある場合はピット
スタートとする。 
また、この場合のエンジン、およびトランスミッション交換の申請に対する時間制限は、公式予選終
了後３０分以内とする。 
 
 

第２章 ＶＩＴＡ‐０１車両規定 
 

本規定は、ＶＩＴＡ‐０１北海道シリーズに参加する車両の構造、安全設備、改造許容範囲を定める。 
１．定義 

オープンスポーツカーのスタイルを取り入れ、より多くの人にレーシングカーを楽しんでもらうこと
を主旨として開発した『ＶＩＴＡ‐０１』を用いたレースとし、決して性能競争に奔走してはならな
い。認定された車両の基本デザインの変更はできない。この車両は、北海道クラブマンカップレース
組織委員会によって認定された、ＶＩＴＡ‐０１（Type-Ａ、Type-Ｂ、Type-Ｊ）とし、本車両を製造
するVITA CLUB(株)の出荷時の状態を基本とする。 
なお、出荷時の状態が維持されているかの判断は、ＶＩＴＡ‐０１純正パーツリストと認定車両写真
が用いられるが、判断が困難な場合はVITA CLUB(株)からの提言が採用される。 
ただし、VITA CLUB(株)が車両製作上で仕様変更を行った場合はこの限りではない。 
基本的には、下記の項目で記載されていない箇所は加工および変更禁止とする。 

２．材料規制 
以下の材質の使用は禁止される。 
マグネシウム・チタニウム・カーボン・アラミド繊維。 



TOKACHI SPEEDWAY CLUB 
2025北海道クラブマンカップレース競技車両規定  

２ 

 

３．車両規則 
エンジンおよび補機 
エンジンは、ＮＣＰ１３及びＮＣＰ１３１（トヨタ  Vitz RS）に搭載されている１ＮＺ‐ＦＥに限られ
る。 
１）トヨタ  Vitz RS（NCP13）に搭載されている1NZ-FE（バルブ駆動直押し方式）、排気量：1,500ｃｃ。

エンジン内部および補機（エンジンが始動する為の全ての関連部品）は、下記の項目を除き改造
も変更もしてはならない。ただし、シャシーにエンジンを搭載するための最小限の変更は許され
る。 

①スパークプラグは純正型番と同じねじ径・長さ寸法であれば変更可能。スパークプラグの加工は
禁止される。 

②サーモスタッドは自由。 
③オイルフィルターの変更は認められる。ただし、取り付け位置の変更は認められない。 
④シリンダーブロックはホーニングのみ認めるが、オーバーサイズピストンは認めない。 
⑤水温センサーの変更は禁止される。 

２）トヨタ  Vitz RS（NCP131）に搭載されている1NZ-FE（バルブ駆動ロッカーアーム方式）、排気量：
1,496ｃｃ。 
VITA CLUB(株)で新規に搭載される1NZ-FEエンジンは分解できないように封印がされる。（２か所） 
封印の無いエンジンは使用できない。 
車両規定に定められていない項目は当初のままで、変更、取り外し、追加、使用方法の変更等お
よび加工等の改造は認められない。更に、当規則に定められていない性能向上を目的としている
と判断される部品の装着はその効果の有無を問わず一切許されない。 
封印エンジンのリペア再使用については、VITA CLUB(株)により、レギュレーション・メーカー修
理書に基づき厳格に整備・封印されたものについては使用可能とする。 
エンジン内部および補機（エンジンが始動する為の全ての関連部品）は、下記の項目を除き改造
も変更もしてはならない。 

①スパークプラグは純正型番と同じねじ径・長さ寸法であれば変更可能。スパークプラグの加工は
禁止される。 

②サーモスタッドは自由。 
③オイルフィルターの変更は認められる。ただし、取り付け位置の変更は認められない。 
④水温センサーの変更は禁止される。 

３）エアフィルターの交換は自由とするが、純正エアーフィルターボックスの加工（遮熱剤で覆うこ
とも含む）および取り除きは禁止され、その吸入口から前方に伸びる吸入ホースは、左側ファイ
アーウォールまでとし、ファイアーウォールで開口される。開口部はΦ８０ｍｍ以下とし、元の
形状・材質を変更することは禁止とする。 
ファイアーウォールより前方に伸びる吸入口は禁止される。（突き出しは最大１５ｍｍまで）送風
装置として判断される部品を追加することも禁止する。 

４）燃料タンクからエンジンデリバリーパイプ間には燃圧変更装置の取り付けは禁止される。 
５）クラッチディスクは材質の変更のみ認められる。 
６）エンジンはオルタネーターおよびオルタネーターベルトを付けた状態とし、そのオルタネーター

はエンジンが作動している状態では、いかなる場合でも発電機能をさせた上で取り付けられてい
ること。なお、オルタネーターベルトの変更は認められる。 

７）エキゾーストパイプは出荷状態のものを改造してはならない。テールパイプは破損した場合に限
り修復できるが、直管で寸法はΦ５０．８ｍｍとする。（触媒部分を除く）また、触媒より後方は
Φ７０ｍｍでなければならない。 
ただし、トヨタ Vitz RS(NCP13)搭載車両については、VITA CLUB(株)出荷状態の外径であれば上記寸
法の限りではない。 

８）触媒は純正品のものを使用すること。 
９）ＥＣＵの一切の変更および改造は許されない。ＥＣＵに繋がるエンジンハーネスは、エンジン作

動の為の配線のみ変更が許されるが、ＥＣＵに繋がるエンジンハーネスは、純正の配線以外の使
用は禁止される。 

10）メーター類の変更は自由。専用ＥＣＵから接続できるのは、指定されたＣＡＮ通信のみ可能。 
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11）バッテリーの搭載位置は変更してはならず、VITA CLUB(株)出荷時と同じ形状の鉛式バッテリーに
限る。 

４．車体と寸法 
車両の最大長  ４，０００ｍｍ 
車両の最大幅  １，７００ｍｍ 
ホイールベース ２，１５０～２，２５０ｍｍ 
フロントオーバーハング  ８００ｍｍ以下 
リアオーバーハング  ８００ｍｍ以下 
高さ ９５０ｍｍ（安全ロール構造体を除き地上から９５０ｍｍを超えてはならない） 
１）ボディーは排気パイプを除き、すべての機械的構成要素を覆うこと。 
２）ボディーはホイール上の張り出し、少なくともホイールの円周の１／３にわたり効果的に覆いタ

イヤの幅も覆うこと。 
３）ボディーカウルは損傷時の最小限の修復以外の加工をしてはならない。 

５．最低重量 
車両の重量は、搭載エンジンにより下記の通りとする。 
①ＮＣＰ１３・・・・６００ｋｇ以上 
②ＮＣＰ１３１・・・６１５ｋｇ以上 
（レース用装備品をすべて着用した状態のドライバー及び燃料を含めた、競技の行われている全ての
期間中の重量を言う。） 
ただし、主催者はシーズン途中に最低重量を変更する権限を有する。 
１）重量を調整するためウエイトを搭載する場合は、ペダルボックスから後方で消火器までのフロア

面にボルトで固定することが望ましい。 
６．駆動 

最大２輪とする。また、デフの形式はフリーデフのみとする。 
７．ギアボックス 

前進５段、後退１段を越えるものであってはならない。トヨタＶｉｔｚ  ＲＳ（ＮＣＰ１３）のエン
ジンに装着されていた標準のギアボックスを使用すること。また、そのギアボックスの改造もしくは
変更は許されず、封印のないギアボックスは使用できない。 
標準のギアレシオは、下記のレシオとする。 
１速・・・・３．１６６   ４速・・・・１．０３１ 
２速・・・・１．９０４   ５速・・・・０．８１５ 
３速・・・・１．３９２   最終減速比  ４．３１２ 

８．後退ギア 
すべての車両は競技会の出走時において作動可能な後退ギアを含むギアボックスを有さなければな
らない。また、着座したドライバーによって操作出来ること。 

９．運転席 
ドライバーシートの変更は認められる。 

10．ホイール 
１）１５インチ径のホイールを使用すること。リム幅は最大７．０インチまでとする。 
２）ホイールのインセットは３２ｍｍ以上でなければならない。 
３）ホイールスペーサーの使用は禁止する。 
４）材質は鉄またはアルミ軽合金とする。 

11．タイヤ 
１）使用できるタイヤはオーガナイザーの指定タイヤに限る。 
２）タイヤに関する規定（指定タイヤ） 
  銘柄：ＤＵＮＬＯＰ ＤＩＲＥＺＺＡ Ｖ０１ 「FOR VITA USE ONLY」 とする。 
  サイズ：１９０／６００  Ｒ１５  とする。 
  ■２０２３年仕様以降のタイヤを使用すること。使用できる製造ロット番号はX０１２３（23年1

週目製造）以降のタイヤとする。 
３）公式予選、決勝レースを通じて、車両１台あたりに使用できるタイヤは４本とし、公式車両検査

時に技術委員によってマーキングが実施される。マーキングの無いタイヤの使用は認められない。 
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  タイヤは公式車検時に未使用でなければならない。これは、性能の均衡化を目的としたものである。
タイヤが未使用か判断が困難な場合は「ダンロップタイヤ株式会社」からの提言を受け、技術委
員長の最終判断とする。なおこれに対する抗議は一切認められない。 

４）マーキングされたタイヤをやむを得ない事由で他のタイヤと交換する場合は次の通りとする。 
-1．公式予選中のタイヤ交換は認められない。 
-2．公式予選終了後にマーキングされたタイヤを交換する場合は競技会審査委員会が認めた場合、

１本のみであれば罰則を科せられることなく交換出来るが、２本以上を交換する場合は、決勝
レースは最後尾スタートとされる。なお、当初のグリッドより３グリッド以内に最後尾グリッ
ドがある場合は原則としてピットスタートとする。タイヤ交換を行う場合には、交換されたタ
イヤのマーキングが大会技術委員により除去され、新たに使用されるタイヤにマーキングが
実施される。 

  タイヤ交換に関する申請は、公式予選終了後３０分以内に、大会事務局に申請書を提出しなけ
ればならない。 

５）タイヤの裏組み（左右を逆に組みなおす）は禁止される。 
※タイヤマーキングが車両外側に向くよう装着すること。 

６）タイヤウォーマー・タイヤの加工（溶剤の塗布など）は禁止される。 
７）ハンドカット等によるタイヤの加工は禁止される。 

12．サスペンション 
サスペンション形式はアウトボード形式とし、コイルダンパーユニットの一方はフレーム側ピックア
ップに、他方はサスペンションアームに付く形式を言う。インボード形式やプッシュロッド形式は不
可とする。ダンパーおよびコイルスプリングの変更は自由。 
出荷状態からの変更・改造は下記部品を除き一切禁止とする。 
１）ダンパーおよびコイルスプリングの変更は認められる。 
２）キャンバー調整のためのシム脱着は認められる。 

13．制動装置 
同一のペダルによって操作される２系統の回路を有し、次の条件に合うものでなければならない。ペ
ダルは通常４輪を制御するものであること。 
制動装置のパイプに漏れがある場合、もしくは制動伝達装置に何らかの欠陥がある場合でも、ペダル
は少なくとも２輪を依然として制御するものであること。 
出荷状態からの変更・改造は下記の部品を除き一切禁止とする。 
ブレーキパッドの変更は自由。 

14．赤色警告灯 
１２ワット（相当）以上の赤色警告灯２個と停止灯２個を後方から明瞭に見えるように取り付けるこ
と。赤色警告灯は、VITA CLUB(株)および主催者より認可を受けたものに限られ、指定する周波数での
み点滅させることができる。 
赤色警告灯は競技長の指示により常時点灯できる構造でなければならない。 

15．燃料パイプ、タンク、ケーブルおよび電気装置 
１）ライン／ケーブル／電気装置 

ライン、ケーブルおよび電気装置が、その取り付け位置／材質／連結方法等に関して航空機工業
基準に準拠していない場合、次のことを生じるいかなる漏れもないよう、取り付けられなければ
ならない。 
－コクピット内の液体たまり 
－コクピット内への液体の侵入 
－電気または電気装置と液体の接触 
もし、ケーブルラインあるいは電気装置がコクピットを通過する、またはコクピット内に取り付
けられている場合、それらは防火材でかつ液体の侵入を防ぐ材料によって、完全に覆われていな
ければならない。 

２）パイプライン 
エンジンに常設されているパイプラインを除き、コクピットの外部にあるすべての燃料パイプラ
インは、最大作動温度１３５℃で、４１ＭＰａ（ｂａｒ）の最低破壊圧力を有していなければな
らない。 
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３）燃料タンク 
下記に従い、ＦＩＡ公認の安全燃料タンク（ＦＩＡ‐ＦＴ３）の装着が義務付けられる。 
参考：ＶＩＴＡ部品番号  ＶＩＴＡ‐Ｎ‐０１‐ＦＴ３ 
Ａ）タンクの数は１個、なおコレクタータンクの使用は禁止される。 
Ｂ）取り付け位置はシートバックと主要ロール構造体のバルクヘッドの間とする。 

16．車体 
１）シャシー構造体 

①スペースフレーム構造を基本とする。主要な構造体には外径３２ｍｍ以上で肉厚１．６ｍｍ以
上のパイプを使用しなければならない。ドライバーの足部裏面からドライバー座席の背部まで
のコクピット内部断面積は１，１４０㎠以下であってはならず、また最小幅はコクピットの全
長を通じ３８０ｍｍ以上で、主要ロール構造体バルクヘッド部は６８０ｍｍ以上なければなら
ない。 

 
②フロントサスペンションピックアップは車体構造体の外部にあり、フロントバルクヘッドから
ピックアップ後部まではスペースフレームに厚さ１．６ｍｍの鉄板を溶接で組み合わされた構
造でなければならない。 

③スペースフレーム構造体両側面には補強として肉厚１．５ｍｍ以上のパネルを張り付けられる。
このパネルの最小引張強度は２２５Ｎ/㎟以上であること。 

２）側面防護体 
ドライバーを保護するため、車両の両側に側面防護体を設けなければならない。側面防護体は車
両の中心線から最小７５０ｍｍのところに、高さ９５ｍｍ以上、前後長さは第２ロール構造体の
前端から燃料タンク後端までの間に、車体構造体と連結したボックス構造を備えること。この側
面防護体は最小引張強度２２５Ｎ/㎟以上のパネルを使用した構造であること。 

３）コクピット 
コクピットはドライバーが脱出するために５秒以上を要しないよう設計されていること。コクピ
ット開口部は、ステアリングホイールより後方６００ｍｍから前方において６００ｍｍの開口部
が前後方向に３００ｍｍ以上あること。コクピット前方に、ウインドスクリーンの取り付けは認
められる。 

４）後方視界 
車両には、ドライバーが後方を見る為に少なくとも２つのミラーを装備すること。また、それぞ
れのミラーの最小幅は１５０ｍｍで、少なくともそれが縦５０ｍｍにわたり維持されていなけれ
ばならず、各コーナーの半径は１０ｍｍを超えてはならない。取り付けてあるミラーの高さは、
カウルから最低２００ｍｍ（ミラー部分の上面）以上あること。 
ミラー本体及びその取り付けステーはVITA CLUB(株)および主催者より認定を受けたもの以外への
変更は認められない。 

５）空力装置 
リアに取り付けられているウイングの翼断面は指定される。（図―１参照）ウイングには、ガーニ
ーフラップ等の付加物は禁止される。リアウイング以外の空力付加物の取り付けは禁止される。 
リアウイング（含むウイングステー）の加工は一切禁止。 
 

■図‐１ 
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６）牽引用穴あきブラケット 
2025ＪＡＦ国内競技車両規則第１編第４章公認車両および登録車両に関する安全規定第８条に
準拠して取り付けなければならない。ただし、オープンボディの車はブラケットをロールバーで
兼用できる。その場合は、牽引位置を黄色に明示すること。 

17．安全装置 
１）安全ベルト 

幅７５ｍｍ  以上の２本の肩部ストラップ、1 本の腰部ストラップ、および脚の間の２本のスト
ラップからなる安全ベルトの着用が義務付けられる。これらのストラップはＦＩＡ基準８８５３
／９８、８８５４／９８、８８５３‐２０１６  に合致していなければならない。 

２）ヘッドレスト 
すべての車両は後方へ８３３Ｎ（８５ｋｇ）の荷重がかかった時に、５０ｍｍ以上傾かないヘッ
ドレストを備えていなければならない。ヘッドレストの表
面は２０，０００ｍ㎡以上で連続的であり、突き出した部
分があってはならない。ロールバー内部には、効果的なヘ
ッドレストおよび側面プロテクターの取り付けは許され
る。この場合、プロテクターはロールバーからはみ出さな
いこと。 
VITA CLUB(株)より、供給される 
ヘッドプロテクターの装着を強く推奨する。 
頭部の位置については右図を参照すること。 

３）安全ロールバー 
①ロールバー 

ａ）安全構造の基本目的はドライバーの保護にある。この目的は設計の基本考察である。 
ｂ）すべての車両は、少なくとも２つのロールバー構造を装備しなければならない。（チタニウ

ム材の使用は禁止される）ロールバー構造体は外径３５ｍｍ以上、肉厚２．０ｍｍ以上の
冷間仕上げ継目無鋼管を使用すること。第１ロールバー構造体は、ステアリングホイール
の前方にありステアリングホイール頂点の前方２５０ｍｍ以上にあってはならない。第２
ロールバー構造体は、第１ロールバー構造体の後方から５００ｍｍ以上離れていなければ
ならず、またドライバーが正常に車両に着座し、ヘルメットをかぶりシートベルトを締め
た状態のとき、そのドライバーのヘルメットは第１ロールバー構造体の頂点と第２ロール
バー構造体の頂点を結ぶ線を超えてはならない。座席の背部にある第２ロールバー構造体
は、車両の縦の中心線に対して左右対称であり、また次の項目に合致しなければならない。
最低高はコクピット底面から垂直に測定し、ロールバーの頂点までの間が少なくとも９０
０ｍｍなければならない。ロールバーの頂点は通常の運転姿勢におけるドライバーのヘル
メットから少なくとも５０ｍｍ上方になければならない。 

②強度 
ロールバーの構造の規格については、まったく自由であり、下記に示された最小強度に耐えう
るものでなければならない。 
１．５Ｗ：横方向 
５．５Ｗ：車両の前後方向 
７．５Ｗ：垂直方向 
Ｗは６００ｋｇとする。 

コンストラクター責任者またはその設計者によってサインされた証明書を競技会技術委員に 
提出しなければならない。証明書には、このロールバーの図面または写真を付けるとともに、
このロールバーが上記の荷重に耐えうることを明記しなければならない。 

③一般考察 
ボルト、ナットを使用する場合にはその数に応じて十分な最小寸法を必要とする。その材質は
最上級であること。（航空機用）スクエアーヘッドボルト、ナットは使用しないこと。構造の主
たる部分には継ぎ目のない１本の管を使用し、曲折部分は滑らかに連続的に曲げられており、
ひだ、あるいは壁部に欠損がないこと。溶接は全体にわたって最高の技術をもって行なわれる
べきである。（通常はアーク溶接または特別の場合にはヘリアークが使われる）スペースフレー
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ム構造に開し、ロールバーの構造はそれにかかる荷重を広い面積に分散するように車両に取り
付けられることが重要である。ロールバーを単一な管あるいは継ぎ足された管に付着させるだ
けでは不十分である。ロールバーはフレームの延長として設計されるべきで、単にフレームの
付属として考えるべきではない。基本構造の強度には十分な考慮が払われるべきである。例え
ば荷重を分散させるため補強バーあるいはプレートを付加すること。 

４）燃料タンクの注入キャップ 
①燃料入口とキャップは車体より突き出してはならない。衝突の際および不完全なロックにより
キャップがゆるまぬように設計されていなければならない。 

②空気孔はコクピットの後方１５０ｍｍ以上の場所に位置すること。 
③給油時のオーバーフローガソリンはコクピット内に流入しない構造であること。 

５）消火装置 
すべての車両は、内容量２ｋｇ以上の粉末消火器、または、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規
則付則Ｊ項第２５３条７項に記された消火器を、ドライバーが速やかに操作できるようにしなけ
ればならない。金属製ストラップの付いたラピッドリリースメタル（ワンタッチ金具）の装着の
み認められる（最低２箇所に装着することが推奨される）。 
●記載事項 
以下の情報を消火器に明記しなければならない。 
ａ）容器の容量 
ｂ）消火剤の種類 
ｃ）消火剤の容量もしくは重量 
ｄ）消火器の点検日（消火器の有効期限は、充填した日もしくは前回点検日から２年とする） 

６）ステアリングホイール 
ステアリングに切れ目があってはならない。スイッチやメーター等を装着する場合は、それらが
突起した形状（トグルスイッチ等）であってはならず、トグルスイッチ以外のスイッチやメータ
ーを装備する場合は、ドライバーと対面するステアリングホイールリム全体で形成される平面よ
りもドライバーに近いところに位置してはならない。緩衝パッドの装着を推奨する。ステアリン
グホイールの変更は自由。クイックリリース機構の取り付けは可能とする。 

７）電気回路開閉装置（サーキットブレーカー） 
すべての回路を遮断できる電気回路開閉装置（サーキットブレーカー）を取り付け、その取り付
けた位置には赤色のスパークを底辺が最小１２ｃｍの青色の三角形で囲んだ記号で表示し、外部
からでも容易に操作できること。 

８）オイルキャッチ装置 
エンジンから外に出るオイルを集めるためにタンクもしくは装置を装着しなければならない。こ
の装置は最小２リットルの容量を有するものでなければならない。この容器は外観よりオイル量
が確認できるポリ容器か、透明なプラスチック製であるか、透明な窓枠を備えること。ミッショ
ンケースより後方に位置してはならない。 

９）防火装置 
全ての車両は出火の際、火炎の直接の噴出を防止するためエンジンと運転席の間に有効な防護壁
を設けなければならない。 

10）触媒装置及び消音器 
触媒装置の装着を義務付け、消音器の装着が推奨される。 

11）排気音量 
2025ＪＡＦ国内競技車両規則に示された「レース車両の排気音量規制」の検査方法に準じ、排気
音量規定値は最大で１０５ｄＢ（Ａ）以下とし、各競技会の特別規則書を優先する。 

12）その他 
技術委員長によって安全でないと判断された車両は競技に参加できない。 

18．データロガー搭載およびデータの開示 
走行データ記録を目的としたデータロガーの取り付けは許される。ただし、審査委員会からデータの
提出・開示を求められた時は、それに応じなければならない。 

19．性能調整 
連続優勝をした参加者に対して、性能調整をする場合がある。性能調整の方法は、ウェイトハンディ
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とし、連続優勝した次の参加大会において３０ｋｇのウエイトを加算される場合がある。なお、ウェ
イトハンディの有効期限は１大会（２レース大会は別途規定する）のみとするが、ウェイトハンディ
を課された状態でさらに連続優勝した場合は、さらに次参加大会まで延長される。ウェイトハンディ
に関する権限は主催者が保有する。 
ウエイトを搭載する場所は、ペダルボックスから後方で消火器までのフロア面にボルトにて固定する
こと。 

20．ＥＣＵシャッフル 
参加大会において、ＥＣＵのシャッフルを指示された場合は、各参加者は搭載ＥＣＵを車検時に提出
し、シャッフルによって決められたＥＣＵで参戦しなければならない。レース終了後、シャッフルし
たＥＣＵは各参加者に返還される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOKACHI SPEEDWAY CLUB 
2025北海道クラブマンカップレース競技車両規定  

９ 

 

［付則１］ 
１）車両広告スペース 

①下記の位置に主催者から配布された指定ステッカーを貼り付けなければならない。 
（図‐２参照） 

②ステッカーの左右には十分な間隔を空けて貼り付けることとし、一切の加工は認められない。 
 

※ロゴタイプのステッカーはカラーのものとなります。 
２）指定キャップ 

①表彰式等の際に、指定キャップが用意されている場合は、キャップの着用が義務付けられる。
その場合、他のキャップと併用して被ることはできない。 

 
■図‐２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両 ステッカー位置 ロゴタイプ ※ サイズ（横×縦） 

サイド（左右各１枚） 
 

３０cm×６cm 

フロント（左右各１枚） 
 

３０cm×６cm 
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［付則２］ 
１）搭載エンジン認識用ステッカー 

①ＮＣＰ１３１を搭載する車両には、下記の位置に主催者から配布された指定ステッカーを貼り
付けなければならない。 
（図‐３参照） 

②ステッカーの左右には十分な間隔を空けて貼り付けることとし、一切の加工は認められない。 
 

 
■図‐３ 

 

 
２）競技番号 

①参加車両に記入する競技番号は、主催者によって定められ参加者の責任において規定により指
定された箇所、書体、色、サイズで表示されていなければならない。 

②数字はアラビア数字、書体はフーツラボールド（ゴシック体に準じたもの）とし、白地ベース
（参考サイズ：縦３０㎝×横３５㎝・リアは縦１７．５㎝×横２０㎝）の上に競技番号を表示
する。 

③競技番号は、フロントカウル上面とコクピット部左右側面、後方から確認できるリア部分の４
箇所に記入されなければならない。数字の大きさは、縦２０㎝以上の大きさがなければならな
い。リア部に関しては、数字の大きさは縦１２㎝以上とする。競技番号は、車体色と対照的な
色で表示されていなければならない。 

 
■図‐４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

車両 ステッカー位置 ロゴタイプ ※ サイズ（横×縦） 

サイド（左右各１枚） 

 

-cm×-cm 
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第３章 ｖ．Ｇｒａｎｚ車両規定 
 

１．定義 
サーキットあるいはクローズドコース上で行われるスピードレースのためのみに設計された４輪自
動車であり、安全基準を重視し信頼性を備え、北海道クラブマンカップレース主催者によって認定さ
れた車両(ｖ．Ｇｒａｎｚ)とし、本車輛を製造するVITA CLUB（株）の出荷時の状態を基本とする。出荷
時の状態が維持されているかの判断は、純正パーツリストと認定車輛写真が用いられるが、判断が困
難な場合は  VITA CLUB（株）からの提言が採用される。ただし、事前に VITACLUB（株）が車両製造上
で仕様変更した場合はこの限りではない。基本的には、下記の項目で書いていない箇所は加工および
変更禁止とする。 
 

２．車両規則 
エンジンおよび補機 
車両に搭載できるエンジンはトヨタ M20A-FKS とする。 
エンジンは､下記の項目を除き変更は出来ない｡ 
VITA CLUB（株）で新規に搭載されるＭ２０Ａ‐ＦＫＳエンジンは分解できないように封印がされる。
（２か所）封印のないエンジンは使用できない。エンジン本体については、センサー類も含めて一切
の加工や変更は禁止される。 
このエンジンには  VITA CLUB（株）で指定されたＥＣＵが加工取り付けされるが、その内部プログラ
ムは固定され、変更・改造は禁止される。純正エンジンハーネスは、専用ＥＣＵ接続のため加工され
ているが、これ以外に加工・外部からの接続などは禁止される。エンジンのオーバーホールについて
は、VITA CLUB（株）が指定した認定工場でのみ行え、施工後封印される。 
１）エンジンはオルタネーター及びオルタネーターベルトを付けた状態とし、そのオルタネーターは

発電機能をさせた上で取り付いていること。 
２）エキゾーストパイプ（一次集合まで及びテールパイプ）は一切変更・加工はできない。 
３）エアフィルターの交換は自由とするが、VITA CLUB（株）で製作された吸気アダプタ・吸気ホース・

エア-フィルターボックスの加工および取り除きは禁止する。 
４）スパークプラグは純正型番と同じねじ径・長さ寸法であれば変更可能とする。 

スパークプラグの加工は禁止される。 
５）オイルフィルターの銘柄は自由。 
上記以外の加工・交換は一切禁止とする。 

 
３．寸法 

車両の最大長：４００cm 
車両の最大幅：１７０cm 
ホイールベース：２２０cm以上 
フロントオーバーハング：１００cm以下 
リアオーバーハング：９０cm以下 

 
４．最低重量 

ｖ．Ｇｒａｎｚ：６９０kg 以上とする（レーシング重量） 
（レース用装備品をすべて着用した状態のドライバーおよび燃料を含めた、競技の行われている全て
の期間中の重量を言う。） 
重量を調整するためウエイトを搭載する場合は、ペダルボックスから後方で消火器までのフロア面に
ボルトで固定すること。 

 
５．駆動 

最大２輪とする。また、デフの形式はノンスリップシステムの使用は禁止される。 
 
６．ギアボックス 

前進５段、後退１段を越えるものであってはならない。 
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ｖ．Ｇｒａｎｚの標準ギアレシオは下記の通りとし、ギアレシオ変更は許されない。 
1 速…１２：３１   2 速…１７：２９    3 速…１８：２３ 
4 速…１９：２１   5 速…２６：２４    CWP…９：３１ 
シーケンシャル及びパドルシフトは許される。 

 
７．後退ギア 

すべての車両は競技会の出走時において作動可能な後退ギアを含むギアボックスを有さなければな
らない。また、着座したドライバーによって操作できること。 
 

８．運転席 
運転席に着座するドライバーは進行方向に直面するようになっていなければならない。 
 

９．ホイール 
１）１５インチ径以下のホイールを使用すること。リム幅は最大７．０インチまでとする。 
２）ホイールのインセットは＋４８mmでなければならない。 
３）ホイールスペーサーの使用は禁止する。 
４）材質は鉄またはアルミ軽合金とする。 
 

10．タイヤ 
１）使用するタイヤは、横浜ゴム製ＡＤＶＡＮレーシング 

・ドライタイヤは、Ａ００５ １９０／５８０Ｒ１５ 
・レインタイヤは、Ａ００６ １９０／５８０Ｒ１５とする。 

２）使用できるドライタイヤの本数は、十勝３時間耐久レース特別規則書に準ずる。 
使用するドライタイヤは、公式予選前の車両検査時に技術委員によってタイヤマーキングが実施
される。 

３）ウエットタイヤに関して制限は設けない。 
４）マーキングされたタイヤをやむを得ない事由で他のタイヤと交換する場合次の通りとする。 

－１．公式予選中のタイヤ交換は認められない。 
－２．公式予選終了後にマーキングされたタイヤを交換する場合は横浜ゴム株式会社からの申請

に基づき競技会審査委員会が認めた場合、１本のみであれば罰則を科せられることなく交
換出来るが、２本以上を交換する場合は、決勝レースは最後尾スタートとされる。なお、
当初のグリッドより３グリッド以内に最後尾グリッドがある場合は原則としてピットス
タートとする。タイヤ交換を行う場合には、交換されるタイヤのマーキングが大会技術委
員により除去され、新たに使用されるタイヤにマーキングが実施される。なお、タイヤ交
換に関する申請は、公式予選終了後３０分以内に横浜ゴム株式会社の同意を得て、大会事
務局に申請書を提出しなければならない。 

5）タイヤウォーマー・タイヤの加工（溶剤の塗布など）は禁止される。 
 

11. サスペンション 
１）VITA CLUB（株）で製作・設定されたサスペンション形式の変更は禁止とし、アップライト、サス

ペンションアーム、ロッド類、スタビライザー等の改造・変更も禁止とする。 
２）コイルスプリング、ダンパーの変更は認められる。 

ダンパー変更に伴う最小限のボディー改造は認められる。ただし変更する機械要素の５０mm以
上の範囲を超えてはならないとする。 

３）キャンバー調整のためのシム脱着は認められる。 
４）３ｒｄ  エレメント等の追加は禁止。 
 

12．制動装置 
同一のペダルによって操作される２系統の回路を有し、次の条件に合うものでなければならない。 
ペダルは通常４輪を制御するものであること。 
制動装置のパイプに漏れがある場合、もしくは制動伝達装置に何らかの欠陥がある場合でも、ペダル
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は少なくとも２輪を依然として制御するものであること。 
出荷状態からの変更・改造は下記部品を除き一切禁止とする。 
１）ブレーキパッドの変更は認められる。 
 

13．赤色警告灯 
１２ワット以上の赤色警告灯２個と停止灯２個を後方から明瞭に見えるように取り付けること。 
赤色警告灯は競技長の指示により常時点灯できる構造でなければならない。 
(操作スイッチにより点灯した時には常時点滅する構造のものであっても良い) 
 

14．燃料タンク 
１）FIA 公認安全燃料タンク（FIA-FT3 、WEST 品番 16C-G-01）とし変更・改造は出来ない。 
２）製造後５年を経過したブラダーは使用することが出来ない。 
３）燃料系統の部品追加・改造は一切禁止する。 
４）タンクの位置は車両の縦軸から６５cm以上にあってはならず、シートバックとエンジンルームの

間に１個とする。 
タンクは燃料がこぼれたり、漏出したり、あるいはタンクに事故が生じた場合、燃料がドライバ
ー席あるいはエンジンルームまたは排気系のいかなる部分にも流出し、かつ接触しないように隔
壁によって隔離すること。 

 
15．車体 
１）シャシー構造体 
①スペースフレーム構造を基本とする。 

主要な構造体には外形２８mm以上で肉厚１．６mm以上のパイプを使用しなければならない。 
ドライバーの足部裏面からドライバー座席の背部までのコックピット内部断面積は１，０００㎠

以下であってはならず、また最小幅はコックピットの全長を通じ３８０mm以上で、主要ロール
構造体バルクヘッド部は６８０mm以上なければならない。 

②フロントサスペンションピックアップは車体構造体の外部にあり、フロントバルクヘッドからピ
ックアップ後部まではスペースフレームに厚さ１．６mmの鉄板を溶接で組み合わされた構造で
なければならない。 

③スペースフレーム構造体両側面には補強として肉厚１．５mm以上のパネルを張り付けられる。 
このパネルの最小引張強度２２５Ｎ/㎟以上であること。 

④VITA CLUB(株)にて認定されたコックピット保護装置（ＣＳＤ）の取り付けが認められる。 
(右図参照)ただし、ＣＳＤへの一切の加工は禁止
される。 
２）ボディーは吸気と排気パイプおよびエンジン
の上部の突き出しを除き、すべての機械的構成要
素を覆うこと。 

３）ボディーはホイール上の張り出し、少なくともホ
イールの円周の１/３にわたり効果的に覆いタイ
ヤの幅も覆うこと。 

４）車両のいかなる部分も地上９０cmの水平面を超え
てはならない。 
ただし、安全ロールバーは、この寸法に含まれない。 

５）側面防護体 
ドライバーを保護するため、車両の両側に側面防護体を設けなければならない。 
側面防護体は車両の中心線から最小７５０mmのところに、高さ９５mm以上、前後長さは第２ロ
ール構造体の前端から燃料タンク後端までの間に、車体構造体と連結したボックス構造を備える
こと。 
この側面防護体は最小引張強度２２５Ｎ/㎟以上のパネルを使用した構造であること。 

６）コックピット 
コックピットはドライバーが脱出するために５秒以上を要しないよう設計されていること。 
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コックピット開口部は、ステアリングホイールより後方６００mmから前方において６００mm 
の開口部が３００mmあること。 
①オープンボディとする。 
②後方視界 

車両には、ドライバーが後方を見る為に少なくとも２つのミラーを装備すること、また、それ
ぞれのミラーの最小幅は１５０mm で、少なくともそれが縦 50mm にわたり維持されていな
ければならず、各コーナーの半径は１０mm を超えてはならない。 
７）ヘッドレスト： 
全ての車両は後方へ８５kgの荷重がかかった時に、５cm以上傾かないヘッドレストを備えてい
なくてはならない。 
ヘッドレストの表面は２００㎠以上で、連続的であり、突出した部分があってはならない。 

８）空力装置 
①認定を受けた車両に取り付けられた空力装置（認定部品）の装着が認められる。 
（フロント：カナード・ガーニ―フラップ、リア：ウイング、ガーニ―フラップ、ディフュー
ザー） 

②認定を受けた車両に取り付けられた空力装置（認定部品）の形状変更は認められない。 
③空力装置（認定部品）の内、カナード及び前後ガーニーフラップの脱着は認められる。 
④コックピット保護装置未装着車両は、ＢＯＰ対応リアウィングエンドプレート（品番：GRANZ-

M-24,25）をレース競技期間中（週末より始まるフリー走行を含む）、装着が義務付けられる。 
⑤コックピット保護装置搭載車両は、従来品エンドプレート（品番：16C-M-35,36）の装着が義務

付けられる。 
９）牽引用穴あきブラケット 

2025ＪＡＦ国内競技車両規則第１編第４章公認車両および登録車両に関する安全規定第８条に
準拠して取り付けなければならない。ただし、オープンボディの車はブラケットをロールバーで
兼用できる。 

 
16．安全装置 

１）安全ベルト 
安全ベルトは、その素材、取り付け方法などを含み 2025ＪＡＦ国内競技車両規則第４編「レー
ス競技における安全ベルトに関する付則」に従い、フルハーネスタイプでなければならず、その
肩部ストラップの幅は７５㎜以上を有していなければならない（ヘッドアンドネックサポート指
定ベルトを除く）。 
安全ベルトを座席やその支持体に固定することは禁止される。 
FIA 国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項第２５３条に定められた取り付け方法も許される。 
2025ＪＡＦ国内競技車両規則第１編第４章第４－３図～第４－４図参照） 

２）安全ロールバー 
①ロールバー 
ａ）安全構造の基本目的はドライバーの保護にある。 

この目的は設計の基本考察である。 
ｂ）すべての車両は、最低２つのロールオーバー構造でなくてはならない。 

第２ロール構造体はステアリングホイールの前になくてはならず、ステアリングホイール
リムの頂点より２５０ｍｍ前方まで、また少なくとも同じ高さになくてはならない。 
主要ロール構造体は、第２ロール構造体より少なくとも５００ｍｍ後方になくてはならず、
主要ロール構造体の頂点から第２ロール構造体の頂点に延びる線が、ヘルメットを着用し
てシートベルトを締め、通常日着座したドライバーの上方５０ｍｍの位置を通るよう、十
分高い位置になくてはならない。 
この主要ロール構造体の最低高はドライバーの脊柱に沿って座席のシェルからロール構
造体の頂点までを測定し最低９２０ｍｍなければならない。側面の２つの直立支柱の間に
あるロール構造体の内側で測定し、その幅は少なくとも３８０ｍｍなければならない。そ
れはドライバーの脊柱に沿って座席のシェルから垂直に高さ６００ｍｍの位置で測定す
ること。 
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②強度： 
チューブとブレース（支柱）の直径は少なくとも３５ｍｍで、肉厚は少なくとも２mmなけ
ればならない。その材質 
は、モリブデンクロム SAE4130 または  SAE4125（あるいは、DIN、NF 等と同等なもの）。 
ロール構造体の頂点から水平に対し  ６０°を越えない角度で後方に少なくとも１本の支柱
を取り付けること。この支柱の直径および材質はロール構造体と同じでなければならない。
２本の支柱を取り付ける場合は、外径２６ｍｍで肉厚３ｍｍのパイプを用いても良い。メイ
ンフープと支柱との間の取り外し可能な連結部は付則Ｊ項第２５３‐３７図から第２５３
‐４６  図に合致していなくてはならない。支柱は前方に取り付けても良いが、転等した際、
ドライバーが脱出できる構造とすること。 

③一般考察： 
ボルト、ナットを使用する場合にはその数に応じて十分な最小寸法を必要とする。 
その材質は最上級であること。（航空機用）スクエアーヘッドボルト、ナットは使用しない
こと。 
構造の主たる部分には継ぎ目のない１本の管を使用し、曲折部分は滑らかに連続的に曲げら
れており、ひだ、あるいは壁部に欠損がないこと。 
溶接は全体にわたって最高の技術をもって行なわれるべきである。（通常はアーク溶接また
は特別の場合にはヘリアークが使われる） 
スペースフレーム構造に関し、ロールバーの構造はそれにかかる荷重を広い面積に分散する
ように車両に取り付けられることが重要である。 
ロールバーを単一な管あるいは継ぎ足された管に付着させるだけでは不十分である。 
ロールバーはフレームの延長として設計されるべきで、単にフレームの付属として考えるべ
きではない。 
基本構造の強度には十分な考慮が払われるべきである。例えば荷重を分散させるため補強バ
ーあるいはプレートを付加すること。 

３）被覆線、電線または電器装置 
バッテリー、燃料ポンプ等のような被覆線、電線と電気装置の装備場所、材料または結合部がＭ
ＩＬ規格に合致していない場合は、それらは次の漏洩を起因しないように装備しなければならな
い。 
・燃料の累積 
・燃料のコックピット内の流入 
・燃料と電線あるいは電気装置との接触 
もし、被覆線あるいは電線、電気部品がコックピットを通り抜け、あるいは、その内部に設置さ
れている場合には、それらは防漏材または防火材で完全に覆われていなければならない。 

４）燃料タンクの注入キャップ 
①燃料入口とキャップは車体より突き出してはならない。 

衝突の際および不完全なロックによりキャップがゆるまぬように設計されていなければなら
ない。 

②空気孔はコックピットの後方１５cm以上の場所に位置すること。 
③給油時のオーバーフローガソリンはコックピット内に流入しない構造であること。 

５）消火装置 
すべての車両は、内容量２kg以上の粉末消火器、または、ＦＩＡ  国際モータースポーツ競技規則
付則  J 項第  ２５３条  7 項に記された消火器を、ドライバーが速やかに操作できるようにしな
ければならない。 
金属製ストラップの付いたラピッドリリースメタル（ワンタッチ金具）の装着のみ認められる（最
低２箇所に装着することが推奨される）。 
記載事項 
以下の情報を消火器に明記しなければならない。 
ａ）容器の容量 
ｂ）消火剤の種類 
ｃ）消火剤の容量もしくは重量 
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ｄ）消火器の点検日 
（消火器の有効期限は、充填した日もしくは前回点検日から２年とする） 

６）ステアリングホイール 
ステアリングホイールは迅速に取り外せる機構を備えていなければならない。 
その取り外しはステアリングホイール裏側のステアリングコラムに設置された同心円状のフラ
ンジを引く方法であること。 
スイッチ、メーターその他の部品を装着する場合、それらは突起した形状（トグルスイッチ等）
であってはならず、ドライバーと対面するステアリングホイールリム全体で形成される平面より
ドライバーに近いところに位置してはならない。 
緩衝パッドの装着を推奨する。 

７）電気回路開閉装置（サーキットブレーカー） 
すべての回路を遮断できる電気回路開閉装置（サーキットブレーカー）を取り付け、その取り付
けた位置には赤色のスパークを底辺が最小 １０cm の青色の三角形で囲んだ記号で表示し、外部
からでも容易に操作できること。 

８）オイルキャッチ装置 
エンジンから外に出るオイルを集めるためにタンクもしくは装置を装着しなければならない。 
この装置は最小限２リットルの容量を有するものでなければならない。 

９）防火装置 
全ての車両は出火の際、火炎の直接の噴出を防止するためエンジンと運転席の間に有効な防護壁
を設けなければならない。 

10）触媒装置及び消音器 
触媒装置の装着を義務付け、消音器の装着が推奨される。 

11）排気音量 
2025ＪＡＦ国内競技車両規則に示された「レース車両の排気音量規制」の検査方法に準じ、排気
音量規定値は最大で  １０５dB(A)以下とし、各競技会の特別規則書を優先する。 

12）その他 
技術委員長によって安全でないと判断された車両は競技に参加できない。 

 
17．データロガー搭載及びデータの開示 

公式予選上位６位までの車両に、指定されたポータブルタイプのデータロガーを搭載するように
指示された場合は、その搭載されたデータロガーの決勝レース中のデータは、ｖ．Ｇｒａｎｚ 参
加者には開示しなければならない。本規定は、ザウルスジュニア北海道シリーズに参加する車両
の構造、安全装備、改造許容範囲を定める。 

 
 

第４章 Ｎ１‐１０００車両規定 
 

2025ＪＡＦ国内競技車両規則第５章第１条に合致し、JAF国内競技車両規則第３章、第４章およ
び第５章に準拠し、さらに次の各項に従うこと。JAF国内競技車両規則第３、４、５章ならびに当
規定に定められていない項目は全て当初のままとし、変更・改造は一切許されない。 
参加車両規定の部品の交換、および変更・改造は次の通り定義する。 

 
①部品の交換 
Ａ）使用できる部品は国内向け販売車両と同一の車両形式の純正部品のみとし、輸出車両用部品を使

用してはならない。 
Ｂ）マイナーチェンジ車両の部品は同一形式であり、修正、改造することなく使用できるものに限り、

許される。 
Ｃ）次の規定するＡＳＳＹ部品から分解した単一部品を組み替えること、あるいは単一部品を組み合

わせることにより車両製造者（メーカー）が製造した当初の部品と異なるＡＳＳＹ部品となって
はならない。 
（１）エンジンＡＳＳＹ 
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（２）トランスミッションＡＳＳＹ 
（３）ディファレンシャルＡＳＳＹ 
（４）ディストリビューターＡＳＳＹ 
（５）キャブレターＡＳＳＹ 
（６）修復不能なボディー 

修復出来ない場合、打刻により同一形式が証明できることを条件に交換することができる。
ただし、公式予選後の交換は許されない。 

②変更・改造は次の通り定義される。 
Ａ）変更：同じ部品でないものに変える。 
Ｂ）改造：元の部品に何等かの工作を加える。 

１．参加車両 
トヨタヴィッツ（車両形式：ＳＣＰ１０） 

２．エンジン 
（１）エンジンクーリング 

電動ファンの駆動用スイッチの変更は許される。クーラー用に取り付けられた電動ファンは
クーラーコンデンサーを取り外した場合には同時に取り外すこと。 

（２）インジェクションシステム 
フューエルインジェクションの調整部の車室内設置、および当初のセンサー類の変更は禁止
する。 

（３）オイルキャッチタンク 
オイルキャッチタンクは競技中のクラッシュで容易に破損しない位置に、また排気管等の熱
により着火しない位置に設置すること。 

（４）エアクリーナー 
取り外すことができる。フィルターボックス前部に位置するボルトあるいはバンド等により
装着されたパイプ、ダクトおよびフィルターボックスとキャブレター、あるいはスロットルボ
ディ間のホースに補助的に取り付けられている装置（吸気音防止レゾネータ、ブロバイガス還
元ホース等）について、取り外さない場合は当初のままでなければならない。 

（５）ＥＣＵ 
純正部品以外の使用は禁止する。 

（６）排気系統 
排気口は後方排気でなければならない。排気管取り付けのための車体への改造は許されない。
触媒装置の装着を義務づける。 

３．電装品及び補機類 
（１）点火系統 

フルトランジスター方式へ変更、ＣＤＩの取付けは許されるがディストリビューターの外観、
形状は当初の部品と同一のこと。同時点火方式への変更は同一型式車両に設定が有る場合の
み許され、改造を伴う取付けは禁止される。同時にピックアップ取付けのためにフライホイー
ル、クランクプーリー等は同一型式車両のものに限り変更が認められ、改造による取付けは認
められない。これらを変更するための部品類は車室内に設置することは禁止する。同時点火方
式への変更を行った場合メーカー発行の公式文章（車両解説書、修理書等）のコピーを改造申
告書に添付し同一性を証明すること。添付による証明が出来ない場合は、参加を拒否される場
合がある。 

（２）ステアリングロック 
ステアリングロック取り外しに伴い、イグニッションキーの位置は変更できる。 

４．シャシー 
（１）トランスミッション、ディファレンシャル 

同一型式のものを使用した場合、ギアレシオは改造申告書に記載して申告することを義務付
ける。 

（２）ホイール 
ホイールスペーサーの使用は禁止される。 

（３）タイヤ 
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１）2025ＪＡＦ国内競技車両規則第５章第４条４‐３の規定に適合したタイヤを使用する事。 
２）使用が許されるタイヤは、国内タイヤメーカーが１９９３年１月１日以降に発表した日本国

内向け市販タイヤ製品カタログに記載表示され、通常に販売されているラジアルタイヤ。 
３）公式予選、決勝レースを通じて、使用できるタイヤは４本までとする。 
  使用するタイヤ４本は、公式車両検査時にオフィシャル（技術委員）によってタイヤマーキ

ングが実施される。 
４）タイヤ幅は１８５までの使用が認められる。 
５）路面がウェット状態であると競技長が宣言した場合、上記３）においてマーキングされたタ

イヤ以外の使用が認められる。 
６）上記５）「ウェット宣言」以外の状況で、マーキングされたタイヤをやむを得ない事由で他の

タイヤと交換する場合、次の通りとする。 
  ①公式予選中のタイヤ交換は認められない。 
  ②公式予選終了後にタイヤ交換する場合は、公式予選結果発表後３０分以内に文章にて大会

競技長へ申請するものとする。 
   この場合、公式予選にて達成された決勝レース・スターティンググリッドを失うものとし、

最後尾スタートとされる。タイヤ交換者が複数の場合、当初のグリッド順に従い、最後尾
からグリッドが形成される。 

  ③決勝レーススタート後のタイヤ交換は自由とする。 
   ただし、タイヤ交換の作業は決勝レースがスタートされるまでは一切行ってはならない。

何らかの事由で、ピットスタートとなる場合も同様とする。 
７）タイヤの裏組み（左右を逆に組みなおす）は禁止される。 
８）機材を用いての意図的な過熱、保温、リグループ、タイヤに関する一切の加工は認められな

い。 
（４）ストラット、ショックアブソーバー 

取付け部はボルト径、取付け穴径を含み一切の変更・改造も許されない。アッパーマウントは
強度の変更を除き、形状、材質、取付け位置の変更は禁止する。 

（５）ブレーキ 
倍力装置は位置、外観形状及び内部構成部品は維持しなければならない。ただし、マスターシ
リンダーを直接作動させるための最低限の変更は許される。ブレーキ冷却ダクトの装着は認
められない。 

５．車体 
（１）外観、形状 

外観形状に影響を及ぼすテーピング処置は許されない。エアーウィング、オーバーフェンダー、
スポイラーは純正部品のみが認められる。それぞれを単独で取り付けることも認められるが、
当初の形状から改造することは禁止される。補助的付加物の取り外しにより、配線、配管等を
固定するためのボルト穴を開ける程度の最低限の車体改造は認められる。外観形状の悪い車
両は出走を拒否される場合がある。 

（２）フロントウィンドウガラス 
ＪＩＳマーク表示のある、合わせガラスを使用することが義務付けられる。 

（３）サイド及びリアウィンドウガラス 
塗装及び色付フィルム、ステッカー等を貼り付けることは禁止される。リアウィンドウに沿っ
て上部８ｃｍの幅は広告シール等の貼り付けが許される。サイドウィンドウに対し無色透明
なフィルム等での飛散防止策を施すことを推奨する。 

（４）車室 
車室とトランクルームは金属板、あるいは非可燃性物質板により隔離すること。 

（５）トランク・リアゲートダンパー 
取り外すか内部のオイル、ガス等を抜くことにより作動しないようにしなければならない。 

（６）ライト類 
ライト点灯時当初の照度を保持すること。また、ガラス製のランプ類は無色透明のガラス飛散
防止策を必ず実施すること。 

（７）補強 
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スポット溶接の打点追加による補強も許される。 
（８）補助的付加物 

ウォッシャータンク、ラジエターリザーブタンクは自由。ブルドン管タイプの油圧計を取り付
ける場合は溶接部がダッシュボード内、或いは隔壁により搭乗者に対する保護対策が取られ
ていれば許される。燃圧計は電気式の場合を除き追加取付けは禁止する。自車のタイム計測を
目的とする計測装置を取り付けることは出来る。ただし、取付けに関しては搭乗者に危険にな
らないように考慮すること。 

（９）消火器 
消火器取付けのためのブランケットは、複数の直径６ｍｍ以上のボルトを使用し、１ヶ所に最
低厚さ３ｍｍ、面積２０ｃ㎡以上の補強板の使用により強度を確保すること。尚、その型式、
容量、総重量、種類及び点検年月日を容器の上に表示ラベルを貼って、明示しなければならな
い。 

（10）エアージャッキ 
エアージャッキの使用は許されない。 

（11）フロアープレート 
ドライバー足下のフロアープレートの取付けは許される。 

（12）牽引用穴あきブランケットの取付け方法は、次の要件を満たすこと。 
①ボルト止めの場合：複数の直径８ｍｍ以上のボルトを使用すること。 
②溶接の場合：合わせ部分は、全周にわたって溶接されていること。スポット溶接は認められ
ない。 

（13）ロールバー 
①2025ＪＡＦ国内競技車両規則第４章第４－３０図に記載の任意の補強は適用されない。 
②安全性を高める為にフロントピラー（Ａピラー）とセンターピラー（Ｂピラー）に取り付け
部を部分的に設けることは許される。但し、板材による補強は上記以外許されない。 

（14）ストラットタワーバー 
下記品番の部品の使用及び、同等と主催者が判断した部品の使用が認められる。 

         ５３６０７‐ＮＰ１０１ 
６．燃料タンク 
   変更は認められない。 
７．最低重量 
   （１）最低重量は、下記の通りとする。 

６６０㎏ 
   （２）ウェイトハンディ 

①主催者は、競技の活性化を目的としたウェイトハンディ制を導入する。各大会において、
優勝したドライバーは次レース参加時に下記ウエイトを最低重量に追加して搭載しなけ
ればならない。 
３０kg 

②ウェイトハンディの有効期限は１大会とする。 
③最低重量およびウェイトハンディの車両重量を満たすためバラストを搭載することは認
められるが、取り付けについては2025ＪＡＦ国内競技車両規則第３章、第３条３．３）に
従って取り付けられていなければならない。 

８．音量規制 
   音量は１０５dB(Ａ)に規制する。 
   計測はJAF国内競技車両規則に定める３ｍの基準とする。 
９．燃料 
   燃料の「使用方法に関する詳細規定」は、大会特別規則書にて指示される。 
10．統一解釈 
   本規定はできる限り変更・改造の範囲を最小限に留め、廉価なレース用マシンで平等な条件の元に

一人でも多くの人々が参加できることを目的に作成されたものであり、本規則の解釈に疑義が生じ
た場合は主催者による解釈を持って最終とする。本規則は予告期間を明示して、変更を行う場合が
ある。 
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第５章 Ｎ０‐Ｖｉｔｚ車両規定 
 
車輛 

参加車両はトヨタヴィッツ「ＲＳＲａｃｉｎｇ」（車両型式 :ＮＣＰ１３１－ＶＰＮＴＭＶ）および
「ＶｉｔｚＧＲＳＰＯＲＴ“Ｒａｃｉｎｇ”Ｐａｃｋａｇｅ」（車両型式 :ＮＣＰ１３１－ＶＰＮＴ
ＭＶ／ＮＣＰ１３１－ＶＰＮＴＸＶ）とし、ＴＲＤにより封印が施されたエンジン本体を搭載し
ていること。もしくは、主催者．が特別に認めた車両とする。本レースは、2025年ＪＡＦ国内競
技車両規則第３編第７章「スピードＢ車両規定」に従った車両で行われ、本規定に定められてい
ない項目については、同規則第５章「スピードＳＡ車両規定」に従っていなくてはならない。ま
た、道路運送車両の保安基準に適合した有効な自動車検査証を有し、競技中においても保安基準
に合致する状態でなくてはならない。なお、乗車定員の変更は認められない。 

 
定義 

１．指定部品：主催者より使用が義務付けられた部品。 
指定部品以外の使用は、純正部品も含み認められない。 

２．認定部品：主催者より使用が認められた部品。 
認定部品以外に純正部品の使用も認められる。 

※主催者が認めた（ブルテン等の発行）場合を除き、指定品・認定部品に対する加工・変更等の改
造は認められない。 
 

第１条 安全規定 
改造および付加物の取り付けなどにより当該大会技術委員長が安全でない車両と判断した場合、
その指示に従わなければならない。 
１．安全ベルト 
①フルハーネスタイプかつ４点式以上のＦＩＡ公認安全ベルトの使用を義務付ける。 
②ラベルに表示されている使用期限の過ぎたものやストラップ、構成部品等に異常があるもの
は使用してはならない。また、万一事故によりシートベルトに強い衝撃を受けた場合、スト
ラップ、構成部品等の外観に異常が無くても使用してはならない。 

③取り付けに関してはJAF国内競技車両規則第４編細則「ラリー競技およびスピード行事競技
における安全ベルトに関する指導要綱」の条件を満たす事。 

④４点式以上の安全ベルトは競技中以外の装着は許されない。したがって、それ以外の通常走
行時は既設の安全ベルトを装着すること。 

２．消火器 
全ての車両に消火器の装着が推奨される。ただし、取り付ける場合はJAF国内競技車両規則第
３編第１章第９条９．１．１に従う事。 

３．ロールケージ 
主催者指定部品の使用を義務付ける。なお、乗員保護の為に頭部等に接触する恐れのあるロ
ールケージの部位は緩衝材で覆われていなくてはならない。 
〔車台番号ＮＣＰ１３１－２０２９６３８以前の車両〕 
品番：６６５１０－ＫＰ３００（ロールケージＡＳＳＹ） 
品番：６６５２２－ＮＰ９００（ロールケージパッド） 
品番：６６５５２－ＴＣ００３（ロールケージパッド）〔旧品番：６６５２２－ＮＰ９２０〕 
〔車台番号ＮＣＰ１３１－２０２９６９９以降の車両〕 
品番：６６５１０－ＫＰ３３０（ロールケージＡＳＳＹ） 
品番：６６５５２－ＴＣ００３（ロールケージパッド）〔旧品番：６６５２２－ＮＰ９２０〕 

４．サーキットブレーカー 
取り付けは認められない。 

５．イグニッションスイッチ 
イグニッションスイッチはその位置が確認できるよう黄色で明示しなければならない。 

６．牽引用穴あきブラケット 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。 
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ただし、フロント側牽引用穴あきブラケットについては一般公道では使用しないこと。 
〔車台番号ＮＣＰ１３１－２０２７７９６以前の車両〕 
品番：５１９６０－ＫＰ３００（フロント牽引フック） 
品番：５１９６７－ＫＰ３００（リア牽引フック） 
〔車台番号ＮＣＰ１３１－２０２７８５２以降の車両〕 
品番：５１９６１－ＫＰ300（シャフトＦＲ） 
品番：６６３１１－ＺＮ６００（ストラップＦＲ） 
品番：９０１７８－ＴＣ０００（ナットＦＲ） 
品番：５１９６７－ＫＰ３１０（フックＲＲ） 
上記指定部品の他にJAF国内競技車両規則第１編第4章第８条「けん引用穴あきブラケット」
に準拠した装置も使用可能とする。 

第２条 改造規定 
１．車両規定に定められていない項目は当初のままで、変更、取り外し、追加、使用方法の変更

等、および加工等の改造は認められない。更に、当規定に定められていない性能の向上を目
的としていると判断される部品の装着はその効果の有無を問わず一切許されない。また、車
両規定により交換可能な部品は、国内で一般的に市販されているもの（カタログやエビデン
ス等の提示を求める場合有）とし、未発売品／試作品等の使用や部品に対する加工等の改造
は認められない。 

２．ただし、国内で販売されている同一車両型式車種用の純正部品を使用することは許される（輸
出仕様車専用部品の使用は許されない）。ダイアグシステム（故障診断システム）において異
常と判断される状態であってはならない。 

３．マイナーチェンジ前後車両の部品は主催者より使用許可の公示がない限り許されない。 
第３条 エンジン・エンジン補機類 

１．エンジン本体エンジン本体はＴＲＤにより封印されたものを搭載していなくてはならない。
また、エンジン本体および封印に対する加工・変更等の改造は許されない。 

２．エンジンマウント【車両型式 :ＮＣＰ１３１－ＶＰＮＴＭＶのみ】 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番 :１２３０５－ＮＰ９００（エンジンマウントＲＨ） 
品番 :１２３７２－ＫＰ３００（エンジンマウントＬＨ） 
品番 :１２３６３－ＮＰ９００（エンジンマウントＲＲ） 

３．フライホイール 
加工・変更等の改造は認められない。 

４．オイルポンプ 
加工・変更等の改造は認められない。 

５．オイルフィルター 
変更は自由。ただし、取り付け位置の変更は認められない。 

６．オイルフィラーキャップ 
変更は自由。 

第４条 電気系統 
電気的に、諸装置を作動・調整する事ができる装置（ＥＣＵ等全てのコンピューター類のコント
ローラーを含む）は当初から装着されている物および当規定で認められた物を除き装着は許され
ない。 
１．バッテリー 

本体の変更は認められるが、本体外寸は当初の物と同等で、取り付けステーにて確実に固定
されていなくてはならない。また、搭載位置の変更、ボディーアース線の追加・加工・変更
等の改造は認められない。 

２．オルタネーター 
加工・変更等の改造は認められない。 

３．点火系統 
主催者認定部品の使用が認められる。ただし、使用する４本の点火プラグは同一品番の物で
なくてはならない。また、イグニッションコイルは加工・変更等の改造は認められない。 
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品番 :１０９０１－ＳＰ０６０－２２（ＴＲＤレーシングプラグ）/ＩＫＨ０１－２２ 
品番 :９０９１９－０１２４３（スパークプラグ）/ＦＫ１６ＨＲ１１ 
品番 :９０９１９－０１２４７（スパークプラグ）/ＦＫ２０ＨＲ１１ 

４．セルモーター 
加工・変更等の改造は認められない。 

５．ＥＣＵ 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

６．配線 
当規定で認められている部品を取り付ける為の最小限の加工以外は認められない。 

第５条 吸排気系 
１．エアクリーナー 

加工・変更等の改造は認められない。 
２．吸気・排気マニホールド 

加工・変更等の改造は認められない。 
３．マフラーおよび排気管 

加工・変更等の改造は認められない。 
４．マフラーサポート 

主催者認定部品の使用が認められる。 
品番 :１７５６５－ＮＰ９００（マフラーサポート） 

５．排出ガス 
完全暖機運転後アイドリング状態にて、ＣＯ :1％・ＨＣ:300ｐｐｍを越えないこと。 

第６条 冷却系統 
１．ラジエター 

ラジエター本体の追加および加工・変更等の改造は認められない。また、導風板やダクトの
取り付けも認められない。ただし、ラジエターキャップは変更が認められる。 

２．サーモスタット 
サーモスタットの変更および取り外し以外は認められない。 

３．ラジエターファンおよびファンスイッチ 
加工・変更・追加等の改造は認められない。 

４．ラジエター配管 
加工・変更等の改造は認められない。 

５．オイルクーラー 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

第７条 シャシー 
１．最低地上高最低地上高９ｃｍ以上を確保すること。また、以下の二点についても指定の地上

高を確保すること。 
①フロントロアアームボルトＮｏ．２ 
下端 ...１２．５cm以上 

②リヤアクスルビーム取り付けボルト 
中心部 ...２１．５cm以上。 

下記イラストをご参照下さい。 
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２．全長および全幅 

変更は認められない。 
３．最低重量 

１０２０ｋｇ 
①上記は、燃料、潤滑油、冷却水を含み、ドライバーを除いた車両の最低重量とし、常に保たな

ければならない。 
②バラストの使用は認められない。 

４．ラバーマウントおよびブッシュ 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番 :４８６０９－ＮＰ９００（フロントアッパーサポート） 
品番 :４８７５５－ＮＰ１００（リヤアッパーサポート） 
品番 :４８７５２－ＮＰ９００（リヤサスペンションサポートストッパー） 
品番 :４８６５４－ＮＰ９００（フロントロワアームブッシュ） 

第８条 駆動系 
１．クラッチ【車両型式 :ＮＣＰ１３１－ＶＰＮＴＭＶのみ】 

主催者認定部品の使用が認められる。 
品番 :３１２１０－ＡＥ１００（クラッチカバー） 
品番 :３１２５０－ＡＥ９６３（クラッチディスク） 
品番 :３１２５０－ＮＰ９００（クラッチディスク） 
組み合わせについては純正品を含めて自由。また、クラッチホースについては、ボルトオン
にて装着可能なものに限り変更が認められる。 

２．トランスアクスル 
加工・変更等の改造は認められない。ただし、シンクロナイザーリングついては、主催者認
定部品の使用が認められる。 
品番 :３３３６８－２００８０／３３３６８－２００９０（サードギア・シンクロナイザーリング） 

３．変速レバー 
ボルトオンで装着できる物に限り変更が認められる。 

４．シフトノブ 
変更は自由。ただし、シフトパターンは運転席から容易に識別できるように表示すること。 

５．ディファレンシャル 
当初から装着されているものおよびメーカーオプション品のみ使用が認められるが、それ以
外の加工・変更等の改造は一切認められない。 

６．最終減速比 
ファイナルギアの加工・変更等の改造は認められない。 

第９条 制動装置 
ボルトオンにて装着可能なブレーキパッド・ホースに限り変更が許される。 

第10条 サスペンション 
サスペンションおよびその取り付け部位の補強は認められない。 
１．スプリング主催者指定部品の使用が義務付けられる。 
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品番 :４８１３１－ＫＰ３００（フロントスプリング） 
補給部品番 :４８１３１－ＫＰ３２０ 
品番 :４８２３１－ＫＰ３００（リヤスプリング） 
補給部品番 :４８２３１－ＫＰ３４０ 

２．ショックアブソーバー 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。 
品番 :４８５１０－ＫＰ３００（フロントショックアブソーバーＲＨ） 
補給部品品番 :４８５１０－ＫＰ３１０ 
品番 :４８５２０－ＫＰ３００（フロントショックアブソーバーＬＨ） 
補給部品品番 :４８５２０－ＫＰ３１０ 
品番 :４８５３０－ＫＰ３００（リヤショックアブソーバー） 
補給部品品番 :４８５３０－ＫＰ３１０ 

３．フロントバンプラバー 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。 
品番 :４８３０４－ＷＹ０１０（バンプラバー） 

４．スタビライザー 
加工・変更等の改造は認められない。 

５．アームおよびロッド類 
主催者認定部品のブッシュ変更は認めるがそれ以外の加工・変更等の改造は一切認められな
い。 

第11条 タイヤおよびホイール 
１．タイヤサイズ :１９５/５５Ｒ１５ 
２．使用するタイヤ銘柄は 

ＧＯＯＤＹＥＡＲ ＥＡＧＬＥ  ＲＳ  ＳＰＯＲＴ  Ｓ－ＳＰＥＣ 
とし、使用するタイヤは全て同品番に限る。 

３．タイヤおよびホイールはいかなる場合も他の部分と接触しないこと。 
４．タイヤおよびホイールは車軸中心より前方３０度・後方５０度の範囲内でフェンダーから突

出していないこと。 
５．タイヤ中心より両側５０mmの範囲内は常にタイヤ溝深さを1.6mm以上有すること。 
６．通常走行時の摩耗以外のタイヤの加工（削り等）は禁止される。当該大会技術委員長により

加工していると判断されるものは使用を認められない。 
７．ウォームアップ、クールダウン、溶剤塗布等は認められない。 
８．使用できるホイールサイズは「１５インチ／７．０ＪＪインセット４８」または、「１５イン

チ／７．０Ｊ＋４８」とする。 
９．ホイールはＪＷＬまたはＶＩＡマークのある軽合金製とする。 
10．ホイールナットの材質および形状の変更は認められる。ただし、ホイールディスク面より突

出しないこと。 
11．ホイールスペーサーの使用は認められない。 
12．公式予選・決勝レースを通して使用できるタイヤは４本までに制限される。 
13．バースト等のやむを得ない理由によりタイヤを交換する場合は以下の通りとする。 

①公式予選終了までタイヤ交換は認められない。 
②公式予選終了後３０分以内に文書により競技長へ申請するものとする。この場合、公式予

選にて達成された決勝レース・スターティンググリッドを失うものとし、最後尾スタート
とされる。タイヤ交換者が複数の場合は、正規にグリッドを得た車両の後方から公式予選
結果順に配列する。 

第12条 車体 
１．自動車登録番号標 

加工・変更等の改造は認められない。 
２．空力装置 

追加は認められない。 
３．ボンネットおよびトランク 
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加工・変更等の改造は認められない。 
４．リヤゲートダンパー 

取り外すか、オイルおよびガスを抜く事により作動しないようにしなくてはならない。 
５．バンパー 

加工・変更等の改造は認められない。 
６．アウターミラー 

加工・変更等の改造は認められない。 
７．フロントガラス 

①純正品以外でも道路運送車両の保安基準に適合した物の使用を認める。 
②保安基準に適合した保護フィルムの使用を認める。ただし、経年劣化等により保安基準を

満たしていないと判断された場合は、使用することは出来ない。 
８．サイドおよびリヤガラス 

下記の部品もしくは、道路運送車両の保安基準に合致した無色のサイドガラスおよびリヤガ
ラスを使用すること。また塗装および色付フィルムの貼り付けや、ステッカーの貼り付けは
主催者が認めたもの以外は許されない。 
品番 :６８１１０－５２３４０（フロントドアガラスＲＨ） 
品番 :６８１２０－５２３４０（フロントドアガラスＬＨ） 
品番 :６８１３０－５２３５０（リヤドアガラスＲＨ） 
品番 :６８１４０－５２３５０（リヤドアガラスＬＨ） 
品番 :６８１０５－５２６００（バックドアガラス） 

９．ボディー補強 
空洞への充填材注入（当初より充填されている部位を除く）も含み、一切の補強は認められ
ない。 

10．タワーバー、ブレース 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

11．水／泥はねよけ 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

12．エンジンアンダーカバー 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

13．エンブレム 
車両前後に取り付けられているエンブレムは、取り外し・加工等の改造および外観を毀損す
ることや追加は認められない。 

14．ヘッドランプ 
バルブ交換（ＬＥＤおよび後付Ｈ．Ｉ．Ｄ．キット含む）および、これの取り付けに伴う最小
限の加工のみ認められる。 

15.フォグランプ 
取り外しのみ認められる。ただし、取り外した場合には簡易的ではない方法で蓋をすること。
また、蓋はバンパー内側から取り付ける事とし、蓋の取り付けによって空力的性能の向上が
あってはならない。 

16．グリル 
加工・変更等の改造は認められない。 

17．テールランプ 
加工・変更等の改造は認められない。 

18．カウルトップベンチレータールーバー 
フードトゥーカウルトップシールの取り外しは認められる。 

19．導通性シート 
導通性能を有するフィルムやシート、ステッカー類の追加貼付は認められない。 

第13条 車体内部 
１．内装当規定で定められている部品の取り付けに伴う最小限の内装切除は認められる。また、

グローブボックス及びアッパーボックス開閉に関する最小限の切除・加工も認められる。そ
れ以外の、当規定で定められていない車室内の全ての部品は切除および加工することは認め



TOKACHI SPEEDWAY CLUB 
2025北海道クラブマンカップレース競技車両規定  

２６ 

 

られない。 
２．防音材加工・変更等の改造は認められない。 
３．ステアリングホイール加工等の改造は認められない。 
４．ペダルカバーおよびヒールプレート装着する事が認められる。ただし、確実に取り付けるこ

と。 
５．フットレスト・ニーレスト装着する事が認められる。ただし、確実に取り付けること。 
６．座席 

①運転席側シートおよび助手席側シートに限り変更が認められる。変更する場合はＪＡＦ国
内競技車両規則第３編第５章９条９．４．９の規定と推奨条件を満たすこと。また、後部
座席ヘッドレストについては競技中のみ取り外すことが認められる。 

②シート／シートレール／シートレールブラケット（サイドステー）は、組み合わせた状態
で保安基準に適合していること。また大会期間中に求められた場合は、保安基準に適合し
ていることを証明しなければならない。 

７．障害者用操作装置 
障害者用操作装置を装着する事が出来る。ただし、健常者の使用は認められない。 

８．ヒーター・エアコン 
ヒーターおよびエアコンの取り外しは認められない。また、正常に機能していなくてはなら
ない。 

９．補助メーター 
追加は認められない。 

10．データロガー 
電源を内蔵電池またはシガーライターソケットから取るＧＰＳデータロガーの使用は認めら
れる。なお、車両との結線は、電源目的以外は認められない。 

11．ラップタイム自動計測装置 
ラップタイム計測を目的としたもので、電源を内蔵電池またはシガーライターソケットから
取るものに限り取り付けを認める。なお、車両との結線は、電源目的以外は認められない。 

12．インナーミラー 
加工・変更等の改造は認められない。 

13．フロアマット 
専用フロアマットは、取り外さなくてはならない。 

14．クール・アンダーウェア用冷却システム 
クール・アンダーウェア用冷却システムの使用は認められない。 

第14条 アクセサリー部品 
ＪＡＦ国内車両規則第４編細則に定められた「アクセサリー等の自動車部品」であっても、下記
および当車両規定に定めるもの以外は、取り付け・取外し・変更は認められない。 
１．取り付け・変更が可能な部品 

コーナーセンサー、コーナープロテクター、ドアエッジプロテクター、ナンバーフレーム、
サイドバイザー、スカッフプレート、警音器、空気清浄機、ナビゲーションシステム、音響
／映像機器、盗難警報システム、ＥＴＣ車載器 

２．取外しが可能な部品 
アンテナ 

第15条 統一解釈 
本規定は道路運送車両の保安基準に適合し、出来る限り加工・変更等の改造の範囲を最小限に留
めた車両で、平等な条件の下に一人でも多くの人が参加出来ることを目的として作成されたもの
であり、本規定の解釈に万一疑義が生じた場合は当該大会技術委員長の解釈をもって最終とする。 

 
 

第６章 ＴＳ-８６/ＢＲＺ車両規定 
 
車両 

参加車両はＴＯＹＯＴＡ  ８６「８６Ｒａｃｉｎｇ」（車両型式：ＺＮ６－ＶＰＮＴ８＊）およびＳ
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ＵＢＡＲＵ  ＢＲＺ ｢ＲＡ Ｒａｃｉｎｇ」（車両型式：ＺＣ６＊２８８）とし、ＴＲＤにより封印が
施されたエンジン本体を搭載していること。本レースは、2025年ＪＡＦ国内競技車両規則第３編第
7章「スピードＢ車両規定」に従った車両で行われ、本規定で定められていない項目については、同
規則第５章「スピードＳＡ車両規定」に従っていなくてはならない。また、道路運送車両の保安基
準に適合した有効な自動車検査証を有し、競技中においても保安基準に合致する状態でなくてはな
らない。なお、乗車定員の変更は認められない。 
※‘＊’は、Ａ，Ｂ，Ｃ等の記号を表す。 
 

定義 
１．指定部品：主催者より使用が義務付けられた部品。 

指定部品以外の使用は、純正部品も含み認められない。 
２．認定部品：主催者より使用が認められた部品。 

認定部品以外に純正部品の使用も認められる。 
※主催者が認めた（車両規定およびブルテンに記載されている）場合を除き、指定部品・認定部品
に対する加工・変更等の改造は認められない。 
表記例） 
品番：ＴＲＤ品番／ＳＴＩ品番（ＴＲＤ品名／ＳＴＩ品名） 

第１条 安全規定 
改造および付加物の取り付けなどにより当該大会技術委員長が安全でない車両と判断した場合、そ
の指示に従わなければならない。 

１．安全ベルト 
①フルハーネスタイプかつ４点式以上のFIA公認安全ベルトの使用を義務付ける。 
②ラベルに表示されている使用期限の過ぎたものやストラップ、構成部品等に異常があるものは使

用してはならない。また、万一事故によりシートベルトに強い衝撃を受けた場合ストラップ、
構成部品等の外観に異常が無くても使用してはならない。 

③取り付けに関してはJAF国内競技車両規則第４編付則「ラリー競技およびスピード行事競技にお
ける安全ベルトに関する指導要綱」の条件を満たす事。 

④４点式以上の安全ベルトは競技中以外の装着は許されない。したがって、それ以外の通常走行時
は既設の安全ベルトを装着すること。 

２．消火器 
全ての車両に消火器の装着が推奨される。ただし、取り付ける場合はJAF国内競技車両規則第３編
第５章第１条１．３に従う事。 

３．ロールケージ 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。なお、乗員保護の為に頭部等に接触する恐れのあるロー
ルケージの部位は緩衝材で覆われていなくてはならない。 
〔車台番号ＺＮ６－０８４８１９／ＺＣ６－０３００５６以前の車両〕 
品番：６６５１０－ＺＮ６００／５６０００ＡＳ０００（ロールケージＡＳＳＹ） 
〔車台番号ＺＮ６－０８９００１／ＺＣ６－０３２００１以降の車両〕 
品番：６６５１０－ＺＮ６２０／５６０００ＡＳ０１０（ロールケージＡＳＳＹ） 

４．サーキットブレーカー 
取り付けは認められない。 

５．イグニッションスイッチ 
イグニッションスイッチはその位置が確認できるよう黄色で明示しなければならない。 

６．牽引用穴あきブラケット 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。ただし、一般公道では使用しないこと。 
〔車台番号ＺＮ６－０６１８４０以前／ＺＣ６－０２１２７７以前の車両〕 
品番：５１９６０－ＺＮ６００／５１９６０－ＺＮ６２０／５７８００ＡＳ０００ 
（牽引フック／フロント・リア共用） 
〔車台番号ＺＮ６－０６８００１以降／ＺＣ６－０２４００１以降の車両〕 
品番：５１９６１－ＺＮ６１０／５７８００ＡＳ０１０（シャフトＦＲ） 

６６３１１－ＺＮ６００／５７８００ＡＳ０２０（ストラップＦＲ） 
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９０１７８－ＴＣ０００／５７８００ＡＳ０３０（ナットＦＲ） 
５１９６０－ＺＮ６２０／５７８００ＡＳ０００（フックＲＲ） 

また、リア側の取り付け位置は車体左側とする。 
（右図を参照） 
 
 
 
 
 
 
 
上記指定部品の他にJAF国内競技車両規則第１編第4章第８条「けん引用穴あきブラケット」に準拠
した装置も使用可能とする。 

第２条 改造規定 
１．車両規定に定められていない項目は当初のままで、変更、取り外し、追加、使用方法の変更等、お

よび加工等の改造は認められない。更に、当規定に定められていない性能の向上を目的としている
と判断される部品の装着はその効果の有無を問わず一切許されない。また、車両規定により交換可
能な部品は、国内で一般的に市販されているもの（カタログやエビデンス等の提示を求める場合
有）とし、未発売品／試作品等の使用、部品に対する加工等の改造は認められない。 

２．ただし、国内で販売されている同一車両型式車種用の純正部品を使用することは許される（輸出仕
様車専用部品の使用は許されない）。ダイアグシステム（故障診断システム）において異常と判断
される状態であってはならない。 

３．マイナーチェンジ前後車両の部品は主催者より使用許可の公示がない限り許されない。 
第３条 エンジン・エンジン補機類 
１．エンジン本体 

エンジン本体はＴＲＤにより封印されたものを搭載していなくてはならない。また、エンジン本体
および封印に対する加工・変更等の改造は認められない。 

２．エンジンマウント 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：１２３１１－ＺＮ６００／ＳＴ４１０２２ＡＳ０００ 
（エンジンマウント  ＲＨ／エンジンマウント  F ＲＨ） 
品番：１２３１５－ＺＮ６００／ＳＴ４１０２２ＡＳ０１０ 
（エンジンマウント  ＬＨ／エンジンマウント  F ＬＨ） 
品番：１２３７１－ＺＮ６００／ＳＴ４１０２０ＡＳ０００ 
（エンジンマウント  ＲＲ／ミッションマウント） 

３．フライホイール 
加工・変更等の改造は認められない。 

４．オイルポンプ 
加工・変更等の改造は認められない。 

５．オイルフィルター 
変更は自由。ただし、取り付け位置の変更は認められない。 

６．オイルフィラーキャップ 
変更は自由。 

第４条 電気系統 
電気的に、諸装置を作動・調整する事ができる装置（ＥＣＵ等全てのコンピューター類のコント
ローラーを含む）は当初から装着されているものおよび当規定で認められた物を除き装着は許さ
れない。 

１．バッテリー 
①寒冷地仕様車は、搭載バッテリーを標準車搭載バッテリー（取り付けステー、ターミナル端子含   
む）もしくは本体外寸が標準車仕様と同等のものに変更することは認められる。 

②その他の車両に関して、本体の変更は認められるが、本体外寸は当初のものと同等でなくてはな



TOKACHI SPEEDWAY CLUB 
2025北海道クラブマンカップレース競技車両規定  

２９ 

 

らない。 
また、本体は取り付けステーにて確実に固定されていなくてはならず、搭載位置の変更、ボデ
ィーアース線の追加・加工・変更等の改造は認められない。 

２．オルタネーター 
加工・変更等の改造は認められない。 

３．点火系統 
点火プラグの変更は認められない。また、イグニッションコイルは加工・変更等の改造は認められ
ない。 

４．セルモーター 
加工・変更等の改造は認められない。 

５．ＥＣＵ 
追加および加工・その他の変更等の改造は認められない。ソフトウェアは主催者 .が指定したデー
タ以外は使用出来ない。 

６．配線 
当規定で認められている部品を取り付ける為の最小限の加工以外は認められない。 

第５条 吸排気系 
１．エアクリーナー 

〔車台番号ＺＮ６－０６１８４０以前／ＺＣ６－０２１２７７以前の車両〕 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：ＭＳ１５５－００００９・ＭＳ１５５－０００１２／ＳＴ１６５４６ＺＡ０００ 
（スポーツエアフィルター／エアークリーナーエレメント） 
〔車台番号ＺＮ６－０６８００１以降／ＺＣ６－０２４００１以降の車両〕 
加工・変更等の改造は認められない。 

２．吸気・排気マニホールド 
加工・変更等の改造は認められない。 

３．マフラーおよび排気管 
加工・変更等の改造は認められない。 

4 ．排出ガス 
完全暖機運転後アイドリング状態にて、ＣＯ：１％・ＨＣ：３００ｐｐｍを越えないこと。 

第６条 冷却系統 
１．ラジエター 

ラジエターキャップの変更以外は認められない。 
２．サーモスタット 

サーモスタットの変更および取り外し以外は認められない。 
３．ラジエターファンおよびファンスイッチ 

加工・変更・追加等の改造は認められない。 
４．ラジエター配管 

リザーバタンクの加工・変更等の改造およびホース類の変更等の改造は認められない。 
ただし、水温計測を目的とした温度センサー取り付けのための最小限の加工は認められる。 

５．オイルクーラー 
加工・変更等の改造は認められない。 

第７条 シャシー 
１．最低地上高 

ブレーキダクト装着状態で最低地上高９センチ以上を確保すること。 
また、上記を満たしていた状態で以下の２点についても指定の地上高を確保すること。 
①フロントロワアーム取り付けボルトの後端部中心部１７ .3㎝以上〔図１〕 
②リヤスタビライザーブラケット取り付けボルトの後端部（下）中心部１６ .３㎝以上〔図２〕 
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２．全長および全幅 

変更は認められない。 
３．最低重量 

〔車台番号ＺＮ６－０６１８４０以前／ＺＣ６－０２１２７７以前の車両〕…１１８０Ｋｇ 
〔車台番号ＺＮ６－０６８００１以降／ＺＣ６－０２４００１以降の車両〕…１１９０Ｋｇ 
バラストの使用は認められない。 

４．ラバーマウントおよびブッシュ 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：４８６０９－ＺＮ６００／ＳＴ２０３１０５５０００ 
  （フロントアッパーサポート／ストラットマウント  Ｆ） 
品番：４８６５４－ＺＮ６００／２０２０４ＺＲ０１０ 
  （ロワーアームブッシュＮｏ１／ロアアームブッシュＦ  ＳＷ） 
品番：４８６５５－ＺＮ６００／ＳＴ２０２０４ＺＲ０００ 
  （ロワーアームブッシュＮｏ２／ロアアームブッシュＦ） 
品番：４８７４７－ＺＮ６００／ＳＴ２０２５４ＺＲ０２０ 
  （リヤラテラルコントロールロッドブッシュ／ラテラルリンクブッシュ Ｆ） 
品番：４８７２５－ＺＮ６００／ＳＴ２０２５４ＺＲ０４０ 
  （リヤアッパーアームブッシュＮｏ１／リヤアッパーアームブッシュ  Ｆ） 
品番：４８７２５－ＺＮ６２０／ＳＴ２０２５４ＺＲ０１０ 
  （リヤサスペンションアームブッシュＮｏ１／トレーリングリンクブッシュ Ｒ） 
品番：４８７２５－ＺＮ６３０／ＳＴ２０２５４ＺＲ０３０ 
  （リヤサスペンションアームブッシュＮｏ２／ラテラルリンクブッシュ Ｒ） 
品番：４８８４９－ＺＮ６００／ＳＴ２０２５４ＺＲ０６０ 
  （リヤスタビライザーリンクブッシュ） 
品番：５２２７１－ＺＮ６００／ＳＴ２０１７４ＡＳ０００ 
  （リヤサスペンションメンバーブッシュ／サブフレームブッシュ Ｆ） 
品番：４５５１６－ＺＮ６００／ＳＴ３４１１２ＡＳ０００ 
  （ステアリングラックハウジングブッシュＮｏ１／ステアリングギアボックスブッシュ） 
品番：４１６５１－ＺＮ６００／ＳＴ４１３２２ＡＳ０００ 
  （リヤディファレンシャルマウントクッションＬＨ／デフブッシュ  Ｒ  ＬＨ） 
品番：４１６５１－ＺＮ６１０／ＳＴ４１３２２ＡＳ０１０ 
  （リヤディファレンシャルマウントクッションＲＨ／デフブッシュ  Ｒ  ＲＨ） 

第８条 駆動系 
１．クラッチディスク・クラッチカバー 

変更は自由。ただし、シングルタイプに限り、変更が認められる。また、クラッチホースについて
は、ボルトオンにて装着可能なものに限り認められる。 

２．トランスミッション 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：３３３２１－１８０１０（シャフト、アウトプット） 
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品番：３３０４５－１８０１０（ギアＳ／Ａ、カウンターシャフト、４ＴＨ） 
品番：３３４２１－１８０２０（ギア、カウンター） 
品番：３３３５８－１８０１０（レース、４ＴＨギアベアリング、インナー） 
また、マイナーチェンジ前後車両部品の使用が認められる。 
それ以外の加工・変更等の改造は認められない。 

３．変速レバー 
ボルトオンで装着できるものに限り変更が認められる。 

４．シフトノブ 
変更は自由。ただし、シフトパターンは運転席から容易に識別できるように表示すること。 

５．最終減速比 
加工・変更等の改造は認められない。 

第９条 ディファレンシャル 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：４１３０１－ＺＮ６００（機械式２ｗａｙ Ｌ．Ｓ．Ｄ．） 
品番：４０１０７－ＺＮ６００（Ｌ．Ｓ．Ｄ．リペアキット） 
品番：４１３０８－ＺＮ６００（コンプレッションスプリング） 
品番：４１３８３－ＺＮ６００（スペーサープレート） 
その他の加工・変更等の改造は認められない。 

第10条 制動装置 
１．キャリパー 

加工・変更等の改造は認められない。 
 

２．ローター 
加工・変更等の改造は認められない。 

３．パッド 
変更は自由。 

４．ホース 
ボルトオンにて装着可能なものに限り変更が許される。 

５．ダクト 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。 
〔車台番号ＺＮ６－０６１８４０以前／ＺＣ６－０２１２７７以前の車両〕 
品番：５３２９９－ＺＮ６００／５７７５０ＡＳ０００（ブレーキダクトＲＨ） 
品番：５３２９９－ＺＮ６１０／５７７５０ＡＳ０１０（ブレーキダクトＬＨ） 
〔車台番号ＺＮ６－０６８００１以降／ＺＣ６－０２４００１以降の車両〕 
品番：５３２９９－ＺＮ６４０／５７７５０ＡＳ０２０（ブレーキダクトＲＨ） 
品番：５３２９９－ＺＮ６５０／５７７５０ＡＳ０３０（ブレーキダクトＬＨ） 

６．バックプレート 
主催者指定部品の使用が義務付けられる。 
品番：４７７８１－ＺＮ６０１／２６２９０ＡＳ０２０（バックプレートＲＨ） 
品番：４７７８２－ＺＮ６０１／２６２９０ＡＳ０３０（バックプレートＬＨ） 

７．ブレーキエアガイド（導風板） 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：５３２０７－ＺＮ６００（導風板） 

第11条 サスペンション 
サスペンションおよびその取り付け部位の補強は認められない。また、片側キャンバー 
上限値を、フロント－２．０°／リア－３．０°とする。 

１．スプリング 
主催者認定部品の使用が認められる。 
品番：ＭＳ２５０－１８００１／２０３００ＡＳ０１０（スプリングセット） 

２．ショックアブソーバー 
主催者認定部品の使用が認められる。 
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品番：ＭＳ２６０－１８００１／２０３００ＡＳ０００（ショックアブソーバセット） 
３．スタビライザー 

加工・変更は認められない 
４．アームおよびロッド類 

主催者認定部品のブッシュ変更は認めるがそれ以外の加工・変更等の改造は一切認められない。 
第12条 タイヤおよびホイール 
１．使用できるタイヤはオーガナイザーの指定タイヤに限る。 
２．指定タイヤ 

 銘柄：ＰＯＴＥＮＺＡ ＲＥ‐７１ＲＳ 
 サイズ：２０５／５５Ｒ１６ 
 商品コード：ＰＳＲ１６２１７ 
１）公式予選、決勝レースを通じて、車両１台あたりに使用できるタイヤは４本までに制限される。 
２）公式予選前の車両検査時に技術委員によってタイヤマーキングが実施される。マーキングの無い

タイヤの使用は認められない。 
３）マーキングを実施するタイヤは、タイヤ製造時に示されたスリップサインが出ていないこと。な

お、タイヤの溝に関して最終判断が必要な場合は、技術委員長の判断を最終のものとする。また、
技術委員長が危険と判断したタイヤは使用できず、速やかに交換しなければならない。 

４）タイヤの裏組み（左右を逆に組みなおす）は禁止される。 
※タイヤマーキングが車両外側に向くよう装着すること。 
バースト等のやむを得ない理由により、タイヤの交換をする場合は以下の通りとする。 
①公式予選終了までタイヤ交換は認められない。 
 
②公式予選終了後３０分以内に文章により、競技長へ申請するものとする。この場合、公式予選
にて達成された決勝レース・スターティンググリッドは失うものとし、最後尾スタートとなる。
タイヤ交換をした車両が複数いた場合は、正規のグリッドを得た車両後方から公式予選結果順
に配列する。 

３．タイヤおよびホイールはいかなる場合も他の部分と接触しないこと。 
４．タイヤおよびホイールは車軸中心より前方３０度・後方５０度の範囲内でフェンダーから突出して

いないこと。 
５．タイヤ中心より両側５５mmの範囲内は常にタイヤ溝深さを１．６mm以上有すること。 
６．通常走行時の摩耗以外のタイヤの加工（削り等）は禁止される。当該大会技術委員長により加工し

ていると判断されるものは使用を認められない。 
７．ウォームアップ、クールダウン、溶剤塗布等は認められない。 
８．使用できるホイールは全て同一のものとし、サイズは「１６インチ／７．０Ｊ（ＪＪ）インセット

４８ｍｍ」とする。 
９．ホイールはＪＷＬまたはＶＩＡマークのある軽合金製とする。 
10．ホイールナットの材質および形状の変更は認められる。ただし、ホイールディスク面より突出しな

いこと。 
11．ホイールスペーサーの使用は認められない。 

第13条 車体 
１．自動車登録番号標 

加工・変更等の改造は認められない。 
２．空力装置 

追加および加工・変更は認められないが、空力効果のみを機能として有する部品の取り外しは認
められる。 

３．ボンネット 
加工・変更等の改造は認められない。 

４．トランク 
加工・変更等の改造は認められないが、トランクダンパーは取り外すか、オイルおよびガスを抜
く事により作動しないようにしなくてはならない。 

５．バンパー 
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加工・変更等の改造は認められない。 
６．アウターミラー 

加工・変更等の改造は認められない。 
７．フロントガラス 

①純正品以外でも道路運送車両の保安基準に適合したものの使用を認める。 
②保安基準に適合した保護フィルムの使用を認める。ただし、経年劣化等により保安基準を満たし
ていないと判断された場合は、使用することはできない。 

８．サイドおよびリヤガラス 
塗装および色付フィルムの貼り付けや、ステッカーの貼り付けは許されない。 

９．ボディー補強 
空洞への充填材注入（当初より充填されている部位を除く）も含み、一切の補強は認められない。 

10．タワーバー、ブレース 
フロントストラットタワーバーを装着することが認められる。ただし、２点式でボルトオンにて装
着可能なものに限られる。 

11．ドアスタビライザー 
使用は認められない。 

12．水／泥はねよけ 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

13．エンジンアンダーカバー 
追加および加工・変更等の改造は認められない。 

14．エンブレム 
車両前後に取り付けられているエンブレムは、取り外し・加工等の改造は認められない。 

15．ヘッドランプ 
バルブ交換（LEDおよび後付H.I.D.キット含む）および、これの取り付けに伴う最小限の加工のみ認
められる。 

16.フォグランプ 
取り付けは認められない。 

17．グリル 
加工・変更等の改造は認められない。 

18．テールランプ 
加工・変更等の改造は認められない。 

19．導通性シート 
導通性能を有するフィルムやシート、ステッカー類の追加貼付は認められない。 

第15条 車体内部 
１．内装 

当規定で定められている部品の取り付けに伴う最小限の内装切断は認められる。それ以外の、当規
定で定められていない車室内の全ての部品は切除および加工することは認められない。 

２．防音材 
加工・変更等の改造は認められない。 

３．ステアリングホイール 
加工・変更等の改造は認められない。 

４．ペダルカバーおよびヒールプレート 
装着する事が認められる。ただし、確実に取り付けること。 

５．フットレスト・ニーレスト 
装着する事が認められる。ただし、確実に取り付けること。 

６．座席 
①運転席側シートおよび助手席側シートに限り変更が認められる。ただし、フルバケット シート
の使用は運転席に限る。変更する場合はJAF国内競技車両規則第３編第５章９条9.4.5の規定と推
奨条件を満たすこと。 

②シート／シートレール／シートレールブラケット（サイドステー）は、組み合わせた状態で保安
基準に適合していること。また大会期間中に求められた場合は、保安基準に適合していることを
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証明しなければならない。 
７．障害者用操作装置 

障害者用操作装置を装着する事が出来る。ただし、健常者の使用は認められない。 
８．ヒーター・エアコン 

ヒーターおよびエアコンの取り外しは認められない。また、正常に機能していなくてはならない。 
９．補助メーター 

使用が認められる。ただし、車両診断コネクターへの接続するものは使用が認められない。 
10．データロガー 

主催者．認定部品の使用が認められる。 
品番：０８５４８－ＺＮ６００（ＴＲＤスポーツドライブロガー） 
品番：０８５４８－１８０１０（スポーツドライブロガー） 
品番：ＳＴＰＫＧ８０ＡＳ１００（ＳＴＩスポーツドライブロガー） 
品番：８３９６０－１８０１０（TOYOTA GAZOO Racing Recorder） 
品番：ＳＴＰＫＧ８０ＡＳ１１０（ＳＴＩ Ｒｅｃｏｒｄｅｒ） 
その他については、電源を内蔵電池またはシガーライターソケットから取るＧＰＳデータロガーの
使用は認められる。 

11．ラップタイム自動計測装置 
ラップタイム計測を目的としたもので、電源を内蔵電池またはシガーライターソケットから取る物
に限り取り付けを認める。なお、車両との結線は、電源目的以外は認められない。 

12．インナーミラー 
加工・変更等の改造は認められない。 
 

13．フロアマット 
専用フロアマットは、取り外さなくてはならない。 

14．クール・アンダーウェア用冷却システム 
クール・アンダーウェアを使用する場合、これに伴う冷却システムを搭載することが認められる。
ただし、確実に取り付けること。なお、車両との結線はシガーライターソケットから電源を取るこ
とを目的としたもの以外は認められない。また、取り付けに伴うボディーへの加工も認められな
い。 

第16条 アクセサリー部品 
ＪＡＦ国内車両規則第４編付則に定められた「アクセサリー等の自動車部品」であっても、下記お
よび当車両規定に定めるもの以外は、取り付け・取外し・変更は認められない。 

１．取り付け・変更が可能な部品 
コーナーセンサー、コーナープロテクター、ドアエッジプロテクター、ナンバーフレーム、サイド
バイザー、スカッフプレート、警音器、空気清浄機、ナビゲーションシステム、音響／映像機器、
盗難警報システム、ＥＴＣ車載器 

２．取外しが可能な部品 
アンテナ 

第17条 統一解釈 
本規定は道路運送車両の保安基準に適合し、出来る限り加工・変更等の改造の範囲を最小限に留め
た車両で、平等な条件の下に一人でも多くの人が参加出来ることを目的として作成されたものであ
り、本規定の解釈に万一疑義が生じた場合は当該大会技術委員長の解釈をもって最終とする。 
 

2025年４月１日より施行する。 


